
証券コード　3999
平成30年12月６日

株　主　各　位
東京都港区虎ノ門三丁目18番19号

ナレッジスイート株式会社
代表取締役社長 稲 葉 雄 一

第12回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第12回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年12月20日（木曜日）

午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年12月21日（金曜日）午前10時
２．場 所 東京都港区西新橋一丁目６番15号

ＮＳ虎ノ門ビル（日本酒造虎ノ門ビル）
　ＡＰ虎ノ門　11階　ルームＢ
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第12期（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第12期（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決

定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

◎本招集ご通知に提供すべき書類のうち、「連結株主資本等変動計算書」、「連
結注記表」、「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」として表示すべき
事項につきましては、法令及び当社定款第18条の定めにより、インターネット
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上の当社ウェブサイト（アドレス　https://ksj.co.jp/）に掲載しております
ので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
なお、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに
際して監査した連結計算書類及び計算書類には、本招集ご通知の提供書面記載
のもののほか、この「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」、「株主
資本等変動計算書」及び「個別注記表」として表示すべき事項も含まれており
ます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた
場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　
https://ksj.co.jp/）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成29年10月１日から
平成30年９月30日まで)

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度における我が国経済は、米国、中国の貿易摩擦など不安

定な国際情勢から先行き不透明な状態であるものの、国内企業の業績、雇

用情勢共に改善が見られ、緩やかな景気拡大基調が継続しております。

　当社グループが属するＩＴ/ソフトウエア業界では、クラウドサービス利

用企業が順調に増加してきており、また国内で進む営業部門の「働き方改

革」への機運の高まりから、中堅・中小企業の営業支援ソリューション需

要も拡大しております。（「クラウド型ＣＲＭ市場の現状と展望2017年度

版」株式会社ミック経済研究所）

　一方で、労働集約業態となっている日本企業のＩＴ人材は、2015年で約

17万人、2030年には約59万人が不足し、ますます人材不足が深刻化してい

くと予想され、その中でも、クラウド、ビッグデータ、ＩｏＴのほか、人

工知能やロボット、デジタルビジネス、そして情報セキュリティなど、先

端ＩＴ技術に携わる人材のニーズがより一層高まっております。（出展：

平成28年6月10日 経済産業省発表 ＩＴ人材の 新動向と将来推計に関す

る調査結果）

　このような状況下で、当社は引き続き中堅・中小企業向けＳＦＡ／ＣＲ

Ｍクラウドサービス「Knowledge Suite（ナレッジスイート）」を中心に、

ストック型のクラウドサービス拡販と機能強化に注力してまいりました。

　平成30年１月には営業活動データを可視化する新機能として「GRIDYデー

タ分析」をリリースいたしました。平成30年４月には経済産業省「平成29

年度補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業」における「ＩＴ導入支

援事業者」に認定され、東北エリア含め販売パートナーの拡大など、全国

の中堅・中小企業へのクラウドサービス導入促進を推進してまいりました。

また平成30年７月には、中堅・中小企業の働き方改革として業務の自動化・

効率化のニーズに対応するため、ＷＥＢデータベースサービスを開発する
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株式会社インプリムとの資本業務提携を行いました。

　さらに、当社が長年培ってきたクラウドインテグレーションノウハウを

ベースにした先端ＩＴ技術者の育成、及び市場ニーズに即した先端技術力、

研究開発体制の強化を図るため、第３四半期より新たにシステムエンジニ

アリング事業に進出し、高いＩＴ技術力を有するシステムエンジニアリン

グサービスを提供する株式会社フジソフトサービスを子会社化いたしまし

た。これにより、クラウドベンダーとして、高度な技術者集団として、多

くの優秀な技術者の確保と人工知能、ビッグデータ、情報セキュリティ、

ＩｏＴ等の先端ＩＴ技術者の育成を行い、市場ニーズに即したＩＴ人材の

創出とそれによる新たな収益基盤を構築いたしました。

　なお、株式会社フジソフトサービスについては、平成30年４月１日をみ

なし取得日として、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めてお

ります。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は967,786千円、営業利益

は48,486千円、経常利益は43,757千円、親会社株主に帰属する当期純利益

は59,722千円となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

なお、当連結会計年度から、報告セグメントの区分を変更しております。

（クラウドソリューション事業）

　クラウドソリューション事業は、営業活動の可視化、営業活動の自動化

を目指す法人向けマルチテナント型クラウドサービスとして開発した統合

型営業・マーケティング支援クラウドサービスの開発・販売、また、中堅・

中小企業の営業・マーケティング課題を解決支援する導入コンサルティン

グ、クラウドインテグレーション、ＷＥＢマーケティング支援からなるソ

リューションサービスの２つのサービスを軸に事業を展開しております。

　クラウドサービスにつきましては、新規顧客獲得に向けた積極的なマー

ケティング・営業活動を展開したことで、中堅・中小企業の問い合わせ数

及び新規契約社数は過去 大のペースで推移しておりますが、主力サービ

スであるＳＦＡ／ＣＲＭクラウドサービス「Knowledge Suite（ナレッジス

イート）」を利用する大手企業の大口契約が終了し、クラウドサービス継

続収入が減少した影響により、当連結会計年度における売上高は553,765千

円となりました。
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　ソリューションサービスにつきましては、クラウドインテグレーション

における新規案件受注が好調であったため、当連結会計年度における売上

高は280,901千円となりました。

　これらの結果、売上高は834,667千円、セグメント利益は322,013千円と

なりました。

（システムエンジニアリング事業）

　システムエンジニアリング事業は、当社が長年培ってきたクラウドイン

テグレーションノウハウをベースにした先端ＩＴ技術者の育成、及び市場

ニーズに即した先端技術力、研究開発体制を共有していくことで、今まで

以上にニーズの高いシステムエンジニアリングサービスを展開しておりま

す。

　当連結会計年度においては、子会社の株式会社フジソフトサービスのシ

ステムエンジニアリングサービスにおきまして、既存取引先との取引深耕

が奏功し安定的な受注を確保できたほか、新規顧客からの案件受注も寄与

し、順調に推移しました。なお、当連結会計年度において株式会社フジソ

フトサービスを連結対象としております。

　これらの結果、売上高は144,428千円、セグメント利益は21,510千円とな

りました。

（注）当連結会計年度は連結計算書類の作成初年度であるため、前年同連

結会計期間との比較分析は行っておりません。

事業別売上高

事 業 区 分

第 11 期
（平成29年９月期）
（前連結会計年度）

第 12 期
（平成30年９月期）
（当連結会計年度）

前連結会計年度比

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率

クラウドソリューシ
ョ ン 事 業

－ － 823,357千円 85.1％ － －

システムエンジニア
リ ン グ 事 業

－ － 144,428 14.9 － －

合 計 － － 967,786 100.0 － －

　(注)１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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②　資金調達の状況

　当社は、平成29年12月18日に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、公

募増資により、総額522,928千円の資金調達を行いました。また、その他

に、金融機関より長期借入金として500,000千円の調達を行いました。

③　設備投資の状況

　当連結会計年度の設備投資については、設備投資の総額は80,562千円で

あり、主なものは、クラウドサービスの新機能ソフトウエアの開発、及び

本社移転に伴う建物、工具、器具及び備品であります。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　当社は、平成30年６月１日付で、株式会社フジソフトサービスの全株式

を取得し、同社を当社の完全子会社といたしました。

　また、平成30年8月１日付で、株式会社インプリムが実施する第三者割当

増資を引き受け、普通株式（発行済株式数の14.3％）を取得しております。

－ 6 －



(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第 ９ 期

(平成27年９月期)
第 10 期

(平成28年９月期)
第 11 期

(平成29年９月期)

第 12 期
(当連結会計年度)
(平成30年９月期)

売 上 高(千円) 528,714 588,542 790,671 967,786

経 常 利 益(千円) 24,488 △14,362 150,954 43,757

親会社株主に帰属
する当期純利益

(千円) 22,531 △101,231 147,693 59,722

１株当たり当期純利益 (円) 10.54 △47.36 69.10 12.57

総 資 産(千円) 441,169 399,383 537,591 1,671,770

純 資 産(千円) 340,965 239,734 387,286 995,171

１株当たり純資産 (円) 159.46 112.10 181.20 200.98

（注）１．当社は、第12期より連結計算書類を作成しておりますので、第11期以前について

は、当社単体の数値を記載しております。

２．第９期、第10期及び第11期の親会社株主に帰属する当期純利益については、当社

単体の当期純利益を記載しております。

３．当社は、平成29年10月５日付で普通株式１株につき200株、平成30年４月１日付

で普通株式１株につき２株の株式分割を行っておりますが、第９期の期首に当該

株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算

定しております。

４．△印は損失を示しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社フジソフトサ
ービス

10,000千円 100.0％
システムエンジニアリングサー
ビス

（注）１．平成30年６月１日に株式会社フジソフトサービスの全株式を取得し、同社を連結

子会社といたしました。

２．当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

特定完全子会社の名称 株式会社フジソフトサービス

特定完全子会社の住所
東京都千代田区岩本町２丁目１８番
１４号

当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価額 628,000千円

当社の総資産額 1,640,553千円
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(4) 対処すべき課題

　当社が対処すべき課題は、以下の項目と認識しております。

①　人材の確保と育成

　当社は、顧客企業のニーズをタイムリーに製品・サービスに反映させる

ことで、当社が提供するサービスの差別化を図ってまいりました。将来

にわたり顧客企業から支持されるには、問題解決力の高い社員による質

の高い技術開発体制の構築が重要であると認識しております。当社は、

即戦力としての中途採用と中長期的な事業拡大に不可欠な新卒採用によ

る採用活動を積極的に進めてまいります。また、優秀な人材の確保及び

維持のために、福利厚生の充実やストック・オプション制度の運用、従

業員への教育研修などを積極的に進めてまいります。

②　事業環境及び市場に関する課題

　当社を取り巻くＩＴ業界は、技術革新が目覚ましく競合他社の参入の可

能性や技術の均衡化による更なる競争激化の可能性があります。今後、

急速な技術革新や企画・開発力を強大に持つ会社の台頭などにより、当

社の競争力や優位性を保つことが困難となる可能性があります。当社は、

市場動向を見据えた迅速な対応、顧客企業のニーズをタイムリーに製

品・サービスに反映させる技術開発力、営業力強化及び販売代理店との

連携強化によって、市場のニーズを的確にとらえることで差別化を図っ

てまいります。

③　コーポレート・ガバナンス体制及び内部管理体制に関する課題

　当社が継続的な成長を続けることができる企業体質の確立に向けて、コ

ーポレート・ガバナンスの更なる強化と内部管理体制の強化が重要な経

営課題の一つであると認識しております。コーポレート・ガバナンスに

関しては、その強化への取り組みを推進し、株主、従業員、取引先等全

てのステークホルダーに対して経営の適切性、健全性を 大限に発揮し

てまいります。また、内部管理体制については、業務運営上のリスクを

把握してリスク管理を適切に行うこと、定期的な内部監査の実施による

モニタリング機能の強化などにより、業務の効率化とリスク 小化を追

求し、内部統制の強化を進めてまいります。
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④　品質管理力の強化

　顧客企業に継続的に当社サービスをご利用いただくためには、当社で汲

み取ったお客様のニーズを実際のサービスに反映するとともに、満足し

て利用して頂ける品質で提供することが求められ、高い品質管理体制の

構築が重要であると認識しております。

このため、当社の製品・サービスをお客様に提供するまでのすべての制

作工程について、品質のチェックを更に強化するとともに、継続的に改

善を行い高品質なサービスを提供できる仕組みを構築してまいります。

⑤　認知度向上

　当社は、当社が提供する主力クラウドサービス「Knowledge Suite（ナレ

ッジスイート）」をご利用する顧客企業数を増加させることが、当社の

安定成長にとって重要であると認識しております。このため、既にご利

用されている顧客企業の満足度向上を図ると同時に、ＷＥＢページの不

断の改善、各種イベントや広告展開等をとおして、「Knowledge Suite

（ナレッジスイート）」の認知度の向上に努めております。

⑥　当サービスの安定的なシステム稼動

　当社サービスは、クラウド上で運営しており、顧客企業に快適に利用し

て頂くためには、システムを安定的に稼動させつつ、不具合等が発生し

た場合に速やかに解決する必要があります。当社は、顧客企業に当社サ

ービスを安心してご利用いただけるよう、顧客企業のデータは、世界

大のデータセンター事業者Ｅｑｕｉｎｉｘ社の日本法人であるエクイニ

クス・ジャパン株式会社が運営する強固なデータセンターで管理してお

ります。
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(5) 主要な事業内容（平成30年９月30日現在）

事 業 区 分 事 業 内 容

クラウドソリューシ
ョ ン 事 業

クラウドサービスに係る開発、販売、サポート、
導入コンサルティング、クラウドインテグレーション、ＷＥ
Ｂマーケティング支援

システムエンジニア
リ ン グ 事 業

システムエンジニアリングサービスの提供
ITエンジニアの派遣

(6) 主要な営業所及び工場（平成30年９月30日現在）

①　当社

本 社 東京都港区

②　子会社

株式会社フジソフトサ
ービス

本社（東京都千代田区）

(7) 使用人の状況（平成30年９月30日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

クラウドソリューション事業 50（2）名 -（-）

システムエンジニアリング事業 26（-）名 -（-）

全 社 （ 共 通 ） 7（-）名 -（-）

合 計 83（2）名 -（-）

（注）１．使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ

外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（契約社員、パ

ート及び人材会社からの派遣社員）は（　）内に年間の平均人員を外数で記載し

ております。

２．全社（共通）として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理部

門に所属しているものであります。

３．平成30年６月に連結子会社を取得しているため、臨時従業員の年間平均人員数及

び前連結会計年度末比増減は記載しておりません。
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②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

57（1）名 8（-）名増 32.9歳 2.8年
 

（注）　使用人数は就業人数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ

外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（契約社員、パ

ート及び人材会社からの派遣社員）は（　）内に年間の平均人員を外数で記載し

ております。

(8) 主要な借入先の状況（平成30年９月30日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 499,450千円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　当社は、平成29年12月18日に東京証券取引所マザーズ市場に上場しており

ます。
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２．会社の株式に関する事項（平成30年９月30日現在）

(1) 発行可能株式総数 17,099,200株

(2) 発行済株式の総数 普通株式 4,951,600株

(3) 株主数 1,714名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

稲 葉 雄 一 1,394,000株 28.15％

ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥ
Ｓ  Ｔ Ｋ １  Ｌ Ｉ Ｍ Ｉ Ｔ Ｅ Ｄ

556,800株 11.24％

日本トラスティ・サービス信託銀行
株 式 会 社

283,400株 5.72％

ス タ ー テ ィ ア ホ ー ル デ ィ ン グ ス
株 式 会 社

271,000株 5.47％

ジェイズ・コミュニケーション
株 式 会 社

264,400株 5.33％

岡 原 達 也 204,800株 4.13％

柳 沢 貴 志 204,000株 4.11％

稲 　 葉 　 貴 美 子 183,000株 3.69％

飯 岡 晃 樹 174,000株 3.51％

ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＧ ＬＯＮ
ＤＯＮ ＧＰＦ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩ
－  Ｆ Ｕ Ｌ Ｌ  Ｔ Ａ Ｘ  ６ １ ３

169,500株 3.42％

（注）１．発行済株式の総数には自己株式48株が含まれております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

①　平成29年10月５日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行ってお

ります。

②　平成30年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っており

ます。
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３．新株予約権に関する事項

(1) 当事業年度末において当社役員が保有する職務執行の対価として交付され

た新株予約権等の状況（平成30年９月30日現在）

第４回新株予約権 第５回新株予約権

発 行 決 議 日 平成22年５月26日 平成26年９月22日

新 株 予 約 権 の 数 12個 139個

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 24,000株（注）１

(新株予約権１個につき2,000
株)

普通株式 55,600株（注）１

(新株予約権１個につき400株)

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払込
みは要しない

新株予約権と引換えに払込
みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
300,000円

（１株当たり150円）（注）１

新株予約権１個当たり
120,000円

（１株当たり300円）（注）１

権 利 行 使 期 間
平成24年５月１日から
平成32年４月30日まで

平成28年８月７日から
平成36年８月６日まで

行 使 の 条 件 （注）２ （注）２

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 10個
目的となる株式数 20,000株
保有者数 1名

新株予約権の数 70個
目的となる株式数 28,000株
保有者数 2名

社 外 取 締 役 （該当なし） （該当なし）

監 査 役 （該当なし） （該当なし）

－ 13 －



第６回新株予約権 第８回新株予約権

発 行 決 議 日 平成27年６月23日 平成29年５月17日

新 株 予 約 権 の 数 45個 308個

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 18,000株（注）１

(新株予約権１個につき400株)
普通株式 123,200株（注）１

(新株予約権１個につき400株)

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払込
みは要しない

新株予約権と引換えに払込
みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
120,000円

（１株当たり300円）（注）１

新株予約権１個当たり
130,000円

（１株当たり325円）（注）１

権 利 行 使 期 間
平成28年８月７日から
平成36年８月６日まで

平成29年５月18日から
平成39年５月17日まで

行 使 の 条 件 （注）２ （注）２

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 14個
目的となる株式数 5,600株
保有者数 1名

新株予約権の数 119個
目的となる株式数 47,600株
保有者数 5名

社 外 取 締 役 （該当なし）
新株予約権の数 15個
目的となる株式数 6,000株
保有者数 2名

監 査 役 （該当なし）
新株予約権の数 3個
目的となる株式数 1,200株
保有者数 1名

（注）１．平成29年10月５日付で普通株式１株につき200株の株式分割、及び平成30年４月

１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。上表は分割後

の株式数及び行使価格に換算して記載しております。

２．本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

①　新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使す

ることを要する。なお、本新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、

相続人は本新株予約権を行使できないものとする。

②　割当日現在、当社取締役、監査役及び従業員並びに社外コンサルタント、外

部協力者、その他これに準じる者であった者は、新株予約権行使時において

も、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員並びに社外コンサルタ

ント、外部協力者、その他これに準じる者であることを要する。

③　その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する「新

株予約権割当契約」に定めるところによる。
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(2) 事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約

権等に関する事項

該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（平成30年９月30日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 稲 葉 雄 一 －

取 締 役 飯 岡 晃 樹
執行役員ＣＲＭビジネスユニット長
株式会社フジソフトサービス　代表取締役
社長

取 締 役 岡 原 達 也
執行役員ＣＲＭビジネスユニット　ソリュ
ーション３部部長
株式会社フジソフトサービス　取締役

取 締 役 柳 沢 貴 志
執行役員コーポレートビジネスユニット長
株式会社フジソフトサービス　監査役

取 締 役 雄 川 賢 一
執行役員ＣＲＭビジネスユニット　Ｒ＆Ｄ
部管掌
株式会社フジソフトサービス　取締役

取 締 役 古 川 征 且

スターティアレイズ株式会社　代表取締役
社長
スターティアホールディングス株式会社　
常務執行役員

取 締 役 和 田 信 雄 －

常 勤 監 査 役 浅 見 靖 則 －

監 査 役 太 田 諭 哉
株式会社スパイラル・アンド・カンパニー
代表取締役
税理士法人スパイラル　代表社員

監 査 役 三 浦 謙 吾 銀座高岡法律事務所　弁護士

（注）１．取締役　古川征且氏、和田信雄氏は、会社法第２条第15号に規定する社外取締

役であります。

２．監査役　浅見靖則氏、太田諭哉氏、三浦謙吾氏は、会社法第２条第16号に規定

する社外監査役であります。

３．当社は、社外取締役の和田信雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して指定し、同取引所に届け出ております。
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４．監査役　太田諭哉氏は、公認会計士として財務及び会計並びに企業経営に関す

る相当の知見と経験を有しております。

５．監査役　三浦謙吾氏は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有してお

ります。

６．当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。

平成29年12月26日開催の第11回定時株主総会において、新たに雄川賢一氏は取

締役に選任され就任いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等で

あるものを除く。）及び監査役との間に、職務を行うにつき善意かつ重大な

過失がなかったときは、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を

締結することができる旨を定款に定めております。

　これに基づき、当社は、各取締役及び各監査役との間に、会社法第427条第

１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める額とし

ております。

(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（う　ち　社　外　取　締　役）

6(1)名 41,492（1,200）千円

監 査 役
（う　ち　社　外　監　査　役）

3(3)名 7,950（7,950）千円

合 計 9(4)名 49,442（9,150）千円

（注）１．取締役の報酬限度額は、平成29年12月26日開催の第11回定時株主総会において

年額100百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいてお

ります。

２．監査役の報酬限度額は、平成23年７月25日開催の臨時株主総会において年額10

百万円以内と決議いただいております。

３．取締役の員数は７名ですが、無報酬の者が１名いるため支給人数と相違してお

ります。
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(4) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の業務執行者との重要な兼職に関する事項

　取締役　古川征且氏は、スターティアレイズ株式会社の代表取締役社長

であります。当社と兼職先とはクラウドサービス販売に関する販売パート

ナーの関係があります。また、同氏はスターティアホールディングス株式

会社の常務執行役員でありますが、当社と兼職先との間には特別の関係は

ありません。

　監査役　太田諭哉氏は、株式会社スパイラル・アンド・カンパニー代表

取締役、税理士法人スパイラル代表社員であります。当社と兼職先との間

には特別の関係はありません。

　監査役　三浦謙吾氏は、銀座高岡法律事務所の弁護士であります。当社

と兼職先との間には特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役 古 川 征 且

当事業年度の取締役会16回のうち14回に出席し、主

にＩＴ業界に関する広範な知見と豊富な経験に基づ

き、適宜発言を行っております。

社外取締役 和 田 信 雄

当事業年度の取締役会16回すべてに出席し、豊富な

事業部門責任者及び経営者としての経験、見識に基

づき、当社経営陣から独立した立場から業務執行に

対する発言を行っております。

社外監査役 浅 見 靖 則

当事業年度の取締役会16回すべてに出席し、主に管

理部門責任者及び経営者としての豊富な経験と深い

見識に基づき、取締役の適法性を確保するための発

言を行っております。また、当事業年度の監査役会

15回すべてに出席し、監査結果についての意見交

換、監査に関する重要事項の協議等を行っておりま

す。

社外監査役 太 田 諭 哉

当事業年度の取締役会16回のうち14回に出席し、主

に財務及び会計の専門家としての豊富な経験と深い

見識に基づき、取締役の適法性を確保するための発

言を行っております。また、当事業年度の監査役会

15回のうち13回に出席し、監査役相互の意見の内容

や根拠を検討し、積極的に発言を行っております。

社外監査役 三 浦 謙 吾

当事業年度の取締役会16回すべてに出席し、主に法

律の専門家としての豊富な経験と深い見識に基づ

き、取締役の適法性を確保するための発言を行って

おります。また、当事業年度の監査役会15回すべて

に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関

する重要事項の協議等を行っております。
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５．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称　　　　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,900千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

21,400

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、

会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

　当社は、当事業年度において、新規上場に係るコンフォートレター作成業

務を委託し、対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任

いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集さ

れる株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたし

ます。

(5) 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を多年度にわたる持

続的取り組みの基本方針と捉え、毎事業年度に見直しを行っております。

　当事業年度におきましては、当社の内部統制システムの整備・運用状況を当

社の内部監査担当がモニタリングし、改善を行いました。また、当社及び当社

子会社の取締役及び使用人に対してコンプライアンスに対する意識の向上を図

るため、社内研修及び会議体での説明を行い、法令及び定款を遵守するための

教育を実施いたしました。

　内部監査担当と監査役は、監査の有効性を高めるため、四半期及び期末決算

期において十分な意見交換を行い、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極

的な連携に努めました。

　取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制について、以下の体制を整備して

おります。

(1) 当社及び当社子会社（以下、「当社グループ」という。）の取締役及び使

用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　当社は、当社グループの取締役及び使用人の職務の執行に関する法令等

の適合性について、当社の内部監査、監査役監査等の実施により確認し、

必要に応じて是正措置を講じております。

②　当社は、当社グループにおける企業倫理、法令遵守の推進及び徹底のた

め、当社グループの役職員が遵守すべき行動規範として「コンプライア

ンス規程」を制定しております。

③　当社グループの法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実

の社内報告体制については、「グループ会社管理規程」及びその他の当

社社内規程に従い、その運用を行っております。

④　当社グループの取締役及び使用人は、当社グループの役職員に内部通報

制度を周知させるとともに通報者の匿名性を 大限確保し、経営陣から

独立した窓口を設け、内部通報制度の実効性を高めております。

(2) 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体

制

①　当社は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書

等で記録し、保存期間を定め適切に保存、管理しております。

②　取締役及び監査役は、これらの文書を常時閲覧することが可能となって

おります。
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(3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　当社グループは、サービスの品質と安全性の確保を 優先に、お客様、

取引先、株主・投資家、地域社会、地球環境等の各ステークホルダー及

び役職員の利益を阻害する要因の除去・軽減に努め、事業の継続・安定

的発展を確保していくことをリスクマネジメントの基本方針としており

ます。

②　当社の内部監査担当は、当社グループにおける個別のリスクマネジメン

ト上の課題への対策についてその実施状況及び実効性等を監査し、代表

取締役社長へ報告しております。

(4) 当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われていることを確保する

ための体制

①　取締役会は原則毎月１回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、経

営上の重要事項を決議するとともに、各取締役が報告する業務執行の状

況を監督しております。また、「グループ会社管理規程」に基づき、子

会社の経営上重要な協議事項の審議及び決議を行うとともに、子会社の

取締役に対する指導、助言を行っております。

②　執行役員制度を採用し、柔軟かつ効率的な業務執行を図っております。

③　取締役会における意思決定を迅速に行い、また業務執行を適時的確に行

うために、必要に応じて業務執行取締役及び執行役員で構成される「経

営会議」を開催し、経営方針や経営戦略等に関する協議及び意思決定に

必要な情報共有を積極的に行っております。

④　取締役を含む業務執行全般の効率的な運営を図るべく、「組織規程」及

び「職務権限規程」において業務分掌・職務権限を定め、各職位の責任・

権限を明確にし、「取締役会規程」、「稟議規程」等の機関決定に関す

る規程を定め、決裁権限及び手続を明確にしております。

⑤　事業計画や予算を策定し、全社及び各部署の目標を定め、これに基づき

管理しております。

(5) 当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①　当社グループ内の情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制

を構築するとともに、状況に応じて適切な管理を行っております。

②　当社は、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社に対して業務執行

状況・財務状況等を定期的に報告させ、重要な意思決定及び事業活動に

重要な影響を及ぼす事項について適時適切な報告をさせる体制を整備し

ております。
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③　当社は、「内部監査規程」を定め、内部監査担当は、当社のほか、子会

社の業務全般にわたって監査を行い、その結果を当社代表取締役社長に

報告しております。

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人及びその使用人の独立性並びにその使用

人に対する実効性の確保に関する事項

①　当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人（以下、「監査役補助者」

という。）を置くことを求めた場合には、監査役補助者の配置を取締役

会に要請することを可能としております。

②　監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長など

の指揮・命令は受けない体制としております。

(7) 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他

の監査役への報告に関する体制

①　当社は、監査役がその職務を遂行するために必要と判断するときにはい

つでも取締役及び使用人に報告を要請することを可能としております。

②　当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれ

のある事実があることを発見したときは、ただちに監査役に報告してお

ります。

③　内部監査担当は、内部監査の計画及び結果を監査役会に報告しておりま

す。

④　当社は、監査役に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由

として、不利な取扱いを行うことを禁止しております。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

①　監査役は、代表取締役社長との意見交換会の開催や重要な会議への出席

により、経営方針、経営課題に関する事項等について意思の疎通を図り、

効果的な監査業務の遂行を図っております。

②　監査役会は、内部監査担当、会計監査人との連携を図り、監査の重点項

目や監査結果等について情報の共有に努め、監査業務の実効性、効率性

を高めております。

③　監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護

士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができるとしてお

ります。

(9) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

①　当社は、当社グループに適用する「反社会的勢力対策規程」を制定し、

社会の秩序や企業の健全な活動に脅威をもたらす反社会的勢力及びこれ

に類する団体とは取引先も含めて一切の関係をもたず、反社会的勢力か
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らの不当要求等に対しては、外部専門機関等と連携し、毅然とした姿勢

で対応することとしております。

②　「反社会的勢力対策規程」に基づき、顧問弁護士及び関係行政機関との

連携を密にし、グループ内の情報展開を行っております。

(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制

①　当社は、財務報告の信頼性を確保するため、各種社内諸規程の整備や業

務プロセスの整備を行い、内部統制システムの構築に取り組んでおりま

す。

②　監査役は、内部統制報告書を監査し、取締役は財務報告に係る内部統制

の継続的な改善を図っております。

(11) ＩＴへの対応

①　ＩＴへの投資は、各部門からの要望と事業計画を照らして実施計画を立

案しております。

②　経営者は、システムを利用した業務手続きと手作業による業務手続きの

特長を把握し、いずれの統制が合理的かつ有効であるかを検討し、選択

しております。

７．会社の支配に関する基本方針

　当社は現時点で、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特

に定めておりません。

　一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資

さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や

社会的な動向を見極めつつ、慎重に検討を進めてまいります。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成30年９月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

仕 掛 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

1,141,201

935,707

139,655

610

25,922

23,712

16,180

△588

530,568

104,105

60,788

5,067

38,249

353,383

238,996

83,017

31,368

73,080

28,000

30,052

15,028

（負 債 の 部）

流 動 負 債 187,699

買 掛 金 17,008

一年内返済予定長
期 借 入 金

68,200

リ ー ス 債 務 8,264

未 払 金 25,018

未 払 費 用 13,794

未 払 法 人 税 等 9,375

前 受 金 15,997

賞 与 引 当 金 19,165

そ の 他 10,874

固 定 負 債 488,899

長 期 借 入 金 431,250

リ ー ス 債 務 33,909

資 金 除 去 債 務 23,456

そ の 他 283

負 債 合 計 676,598

（純資産の部）

株 主 資 本 995,171

資 本 金 650,944

資 本 剰 余 金 641,044

利 益 剰 余 金 △296,731

自 己 株 式 △85

純 資 産 合 計 995,171

資 産 合 計 1,671,770 負 債 純 資 産 合 計 1,671,770
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連 結 損 益 計 算 書

(平成29年10月１日から
平成30年９月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 967,786

売 上 原 価 356,776

売 上 総 利 益 611,010

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 562,523

営 業 利 益 48,486

営 業 外 収 益

受 取 利 息 9

助 成 金 収 入 6,944

為 替 差 益 111

そ の 他 734 7,799

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,268

株 式 交 付 費 6,723

上 場 関 連 費 用 2,264

そ の 他 272 12,528

経 常 利 益 43,757

特 別 利 益

保 険 解 約 返 戻 金 45,986 45,986

特 別 損 失

減 損 損 失 6,493 6,493

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 83,250

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,537

法 人 税 等 調 整 額 9,991 23,528

当 期 純 利 益 59,722

親会社株主に帰属する当期純利益 59,722
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貸　借　対　照　表

（平成30年９月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

仕 掛 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

差 入 保 証 金

そ の 他

693,981

530,393

107,240

610

25,069

16,272

14,983

△588

946,571

104,105

60,788

5,067

38,249

141,386

27,000

83,017

31,368

701,080

28,000

628,000

30,052

15,028

（負 債 の 部）

流 動 負 債 164,547

買 掛 金 10,858

一年内返済予定長期借入金 68,200

未 払 金 24,428

未 払 費 用 12,573

未 払 法 人 税 等 9,340

前 受 金 15,997

リ ー ス 債 務 8,264

賞 与 引 当 金 7,860

そ の 他 7,024

固 定 負 債 488,615

長 期 借 入 金 431,250

リ ー ス 債 務 33,909

資 産 除 去 債 務 23,456

負 債 合 計 653,162

（純資産の部）

株 主 資 本 987,390

資 本 金 650,944

資 本 剰 余 金 641,044

資 本 準 備 金 641,044

利 益 剰 余 金 △304,511

その他利益剰余金 △304,511

繰越利益剰余金 △304,511

自 己 株 式 △85

純 資 産 合 計 987,390

資 産 合 計 1,640,553 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,640,553
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損　益　計　算　書

(平成29年10月１日から
平成30年９月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 834,667

売 上 原 価 260,403

売 上 総 利 益 574,263

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 494,438

営 業 利 益 79,825

営 業 外 収 益

受 取 利 息 5

助 成 金 収 入 6,944

為 替 差 益 111

そ の 他 0 7,061

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,268

株 式 交 付 費 6,723

上 場 関 連 費 用 2,264

そ の 他 272 12,528

経 常 利 益 74,358

特 別 損 失

減 損 損 失 6,493 6,493

税 引 前 当 期 純 利 益 67,864

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,502

法 人 税 等 調 整 額 2,420 15,922

当 期 純 利 益 51,941
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成30年11月７日

ナレッジスイート株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 水 野 雅 史 

指定有限責任社員業務

執 行 社 員
公認会計士 澤 田 修 一 

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ナレッジスイート株式会社の平
成29年10月１日から平成30年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について
監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連
結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手
続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算
書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書
類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、ナレッジスイート株式会社及び連結子会社からなる企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

強調事項
　重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成30年９月14日開催の取締役会において
ビクタス株式会社の株式取得による会社の買収を決議し、平成30年10月１日において株
式取得手続を完了した。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年11月７日

ナレッジスイート株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 水 野 雅 史 

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 澤 田 修 一 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ナレッジスイート株式
会社の平成29年10月１日から平成30年９月30日までの第12期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正
又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書
類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを
求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入
手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬
による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の
表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期
間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成29年10月１日から平成30年９月30日までの第12期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と
意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会
社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されてい
る体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書、並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討
いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及
び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当
であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当
であると認めます。

平成30年11月16日

ナレッジスイート株式会社　監査役会

常勤社外監査役 浅 見 靖 則 

社 外 監 査 役 太 田 諭 哉 

社 外 監 査 役 三 浦 謙 吾 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件

（１）提案の理由

①　取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とする

ことにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監査体制の強化を通じ

てより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置

会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員

会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会

に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変

更を行うものであります。

②　資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当

等を取締役会の決議により行うことができる旨を定款第40条として新設し、

同条の一部と内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）を削除

するものであります。加えて、基準日等に関する規定を整備するものであ

ります。

③　その他、条文の新設や削除に伴い必要となる条数の変更その他字句の修

正等所要の変更を行うものであります。

（２）変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

なお、本議案にかかる定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を

生じるものとします。

（下線は変更箇所を示します。）

現行定款 変更案

第１章　　総　則

第１条～第４条　（条文省略）

（機関の設置）

第５条　当会社は、株主総会および取

締役のほか、次の機関を置く。

(1)取締役会

(2)監査役

第１章　　総　則

第１条～第４条　（現行どおり）

（機関の設置）

第５条　当会社は、株主総会および取

締役のほか、次の機関を置く。

(1)取締役会

(2)監査等委員会
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現行定款 変更案

(3)監査役会

(4)会計監査人

（削除）

(3)会計監査人

第２章　　株　式

第６条　（条文省略）

（自己の株式の取得）

第７条  当会社は、会社法第165条第2

項の規定により、取締役会の決議によ

って自己の株式を取得することができ

る。

第８条～第１２条　（条文省略）

第２章　　株　式

第６条　（現行どおり）

（削除）

第７条～第１１条　（現行どおり）

第３章　　株 主 総 会

第１３条～第１９条　（条文省略）

第３章　　株 主 総 会

第１２条～第１８条　（現行どおり）

第４章　　取締役および取締役会

（取締役の員数）

第２０条　当会社は、取締役９名以内

とする。

（新設）

第２１条　（条文省略）

（取締役の選任方法）

第２２条　当会社の取締役は、株主総

会において選任する。

２　（条文省略）

３　（条文省略）

第４章　　取締役および取締役会

（取締役の員数）

第１９条　当会社の取締役は、１３名

以内とする。

２　前項の取締役のうち、監査等委員

である取締役は、４名以内とする。

第２０条　（現行どおり）

（取締役の選任方法）

第２１条　当会社の取締役は、監査等

委員である取締役とそれ以外の取締役

とを区別して、株主総会において選任

する。

２　（現行どおり）

３　（現行どおり）
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現行定款 変更案

（取締役の任期）

第２３条　取締役の任期は、選任後２

年以内に終了する事業年度のうち 終

のものに関する定時株主総会の終結の

時までとする。

２　補欠または増員により選任された

取締役の任期は、その就任時に在任す

る取締役の任期が満了する時までとす

る。

（新設）

（新設）

（新設）

第２４条　（条文省略）

（取締役会の招集通知）

第２５条　取締役会の招集通知は、会

日の３日前に各取締役および各監査役

に対して発するものとする。ただし、

緊急の必要があるときは、この期間を

短縮することができる。

（取締役の任期）

第２２条　取締役（監査等員である取

締役を除く。）の任期は、選任後１年

以内に終了する事業年度のうち 終の

ものに関する定時株主総会の終結の時

までとする。

（削除）

２　監査等委員である取締役の任期

は、選任後２年以内に終了する事業年

度のうち 終のものに関する定時株主

総会の終結の時までとする。

３　任期満了前に退任した監査等委員

である取締役の補欠として選任された

監査等委員である取締役の任期は、退

任した監査等委員である取締役の任期

の満了する時までとする。

４　補欠の監査等委員である取締役の

選任に係る決議が効力を有する期間

は、当該決議後２年以内に終了する事

業年度のうち 終のものに関する定時

株主総会の開始の時までとする。

第２３条　（現行どおり）

（取締役会の招集通知）

第２４条　取締役会の招集通知は、会

日の３日前までに各取締役に対して発

するものとする。ただし、緊急の必要

があるときは、この期間を短縮するこ

とができる。
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現行定款 変更案

２　取締役および監査役全員の同意が

あるときは、招集の手続きを経ないで

取締役会を開催することができる。

第２６条　（条文省略）

（取締役会の決議の省略）

第２７条　当会社は会社法第３７０条

の要件を満たす場合は、取締役会の決

議の目的である事項につき、取締役会

の決議があったものとみなす。ただ

し、監査役が当該提案について異議を

述べたときはこの限りではない。

（新設）

（取締役会議事録）

第２８条　取締役会における議事の経

過の要領およびその結果ならびにその

他法令で定める事項については、これ

を議事録に記載または記録し、出席し

た取締役および監査役がこれに記名押

印または電子署名する。

第２９条　（条文省略）

２　取締役全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで取締役会を開

催することができる。

第２５条　（現行どおり）

（取締役会の決議の省略）

第２６条　当会社は会社法第３７０条

の要件を満たす場合は、取締役会の決

議の目的である事項につき、取締役会

の決議があったものとみなす。

（重要な業務執行の決定の委任）

第２７条　取締役会は、会社法第３９

９条の１３第６項の規定により、その

決議によって重要な業務執行（同条第

５項各号に定める事項を除く。）の決

定の全部または一部を取締役に委任す

ることができる。

（取締役会議事録）

第２８条　取締役会における議事の経

過の要領およびその結果ならびにその

他法令で定める事項については、これ

を議事録に記載または記録し、出席し

た取締役がこれに記名押印または電子

署名する。

第２９条　（現行どおり）
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現行定款 変更案

（取締役の報酬等）

第３０条　取締役の報酬、賞与その他

の職務執行の対価として当会社から受

ける財産上の利益（以下「報酬等」と

いう。）については、株主総会の決議

によって定める。

第３１条　（条文省略）

（取締役の報酬等）

第３０条　取締役の報酬、賞与その他

の職務執行の対価として当会社から受

ける財産上の利益については、監査等

委員である取締役とそれ以外の取締役

とを区別して、株主総会の決議によっ

て定める。

第３１条　（現行どおり）

第５章　　監査役および監査役会

（監査役の員数）

第３２条　当会社の監査役は、４名以

内とする。

（監査役の選任方法）

第３３条　当会社の監査役は、株主総

会において選任する。

２　監査役の選任決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数をもって行う。

（監査役の任期）

第３４条　監査役の任期は、選任後４

年以内に終了する事業年度のうち 終

のものに関する定時株主総会の終結の

時までとする。

２　任期の満了前に退任した監査役の

補欠として選任された監査役の任期

は、退任した監査役の任期の満了する

時までとする。

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）
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現行定款 変更案

（常勤監査役）

第３５条　監査役会は、監査役の中か

ら常勤の監査役を選定する。

（監査役会の招集通知）

第３６条　監査役会の招集通知は、各

監査役に対し、会日の３日前までに発

する。ただし、緊急の場合には、この

期間を短縮することができる。

２　監査役全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで監査役会を開

催することができる。

（監査役会の決議の方法）

第３７条　監査役会の決議は、法令に

別段の定めがある場合を除き、監査役

の過半数をもって行う。

（監査役会議事録）

第３８条　監査役会における議事の経

過の要領およびその結果ならびにその

他法令に定める事項は議事録に記載ま

たは記録し、出席した監査役がこれに

記名押印または電子署名する。

（監査役会規程）

第３９条　監査役会に関する事項は、

法令または定款に定めるもののほか、

監査役会において定める監査役会規程

による。

（監査役の報酬等）

第４０条　監査役の報酬等は、株主総

会の決議によって定める。

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）
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現行定款 変更案

（監査役の責任免除）

第４１条 　会社は、会社法第426条第

1項の規定により、同法第423条第1項の

監査役（監査役であった者を含む。）

の損害賠償責任を、法令の限度におい

て取締役会の決議によって免除するこ

とができる。

２　当会社は、会社法第427条第１項の

規定により、監査役との間に、職務を

行うにつき善意かつ重大な過失がなか

ったときは、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に基づ

く賠償責任の限度額は法令の定める

低責任限度額とする。

（削除）

（新設）

（新設）

（新設）

第５章　　監査等委員会

（常勤の監査等委員）

第３２条　監査等委員会は、その決議

により常勤の監査等委員を選定するこ

とができる。

（監査等委員会の招集通知）

第３３条　監査等委員会の招集通知

は、会日の３日前までに各監査等委員

に対して発するものとする。ただし、

緊急の必要があるときは、この期間を

短縮することができる。

２　監査等委員全員の同意があるとき

は、招集の手続きを経ないで監査等委

員会を開催することができる。
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現行定款 変更案

（新設）

（新設）

（新設）

（監査等委員会の決議の方法）

第３４条　監査等委員会の決議は、議

決に加わることができる監査等委員の

過半数が出席し、その過半数をもって

行う。

（監査等委員会議事録）

第３５条　監査等委員会における議事

の経過の要領およびその結果ならびに

その他法令で定める事項については、

これを議事録に記載または記録し、出

席した監査等委員がこれに記名押印ま

たは電子署名する。

（監査等委員会規程）

第３６条　監査等委員会に関する事項

は、法令または本定款のほか、監査等

委員会において定める監査等委員会規

程によるものとする。

第６章　　会計監査人

第４２条～第４３条　（条文省略）

第６章　　会計監査人

第３７条～第３８条　（現行どおり）

第７章　　計　算

第４４条　（条文省略）

（新設）

第７章　　計　算

第３９条　（現行どおり）

（剰余金の配当等の決定機関）

第４０条　当会社は、剰余金の配当、

自己株式の取得等会社法第４５９条第

１項各号に定める事項については、法

令に別段の定めがある場合を除き、取

締役会の決議によって定めることがで

きる。
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現行定款 変更案

（剰余金の配当の基準日）

第４５条　（条文省略）

２　前項のほか、基準日を定めて剰余

金の配当をすることができる。

（新設）

（中間配当）

第４６条 当会社は、取締役会の決議に

よって、毎年３月３１日を基準日とし

て中間配当をすることができる。

第４７条　（条文省略）

（剰余金の配当の基準日）

第４１条　（現行どおり）

２　当会社の中間配当の基準日は、毎

年３月３１日とする。

３　前２項のほか、当会社は基準日を

定めて剰余金の配当をすることができ

る。

（削除）

第４２条　（現行どおり）

（新設）

（新設）

附　則

（監査役の責任免除に関する経過措

置）

第１条　当会社は、会社法第４２６条

第１項の規定により、第１２回定時株

主総会終結前の行為に関する監査役

（監査役であった者を含む。）の同法

第４２３条第１項の損害賠償責任につ

いて、法令に定める要件に該当する場

合には、法令の限度において取締役会

の決議によって免除することができ

る。
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

　第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は、監査

等委員会設置会社へ移行し、取締役全員（７名）は、定款変更の効力発生時をも

って任期満了により退任となります。つきましては、監査等委員会設置会社に移

行後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じ

です。）５名の選任をお願いするものであります。

　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条

件として、効力を生じるものとします。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１

いな

稲
ば

葉
ゆう

雄
いち

一
(昭和43年４月29日)

平成10年２月　㈱博報堂キャプコ（現　㈱博

報堂ＤＹキャプコ）　入社

平成10年７月　㈱メンバーズ　入社

平成11年２月　㈱インピリック電通（現　㈱

電通ワンダーマン）　入社

平成13年４月　㈱電通テック　入社

平成18年10月　当社設立　代表取締役社長　

就任（現任）

1,394,000株

２

いい

飯
おか

岡
こう

晃
き

樹
(昭和42年８月31日)

平成７年４月　富士通㈱　入社

平成13年５月　イレブンポイントツー㈱（現

モードツー㈱）　入社　取締

役　就任

平成22年４月　当社入社　執行役員　就任

平成22年12月　当社　取締役　ソリューショ

ン本部長　就任

平成26年12月　当社　取締役兼執行役員　Ｃ

ＲＭビジネスユニット長　就

任（現任）

平成30年６月　㈱フジソフトサービス　代表

取締役社長　就任（現任）

（重要な兼職の状況）

㈱フジソフトサービス　代表取締役社長

174,000株
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

３

おか

岡
はら

原
たつ

達
や

也
(昭和47年６月29日)

平成８年４月　㈱サブアンドリミナル（現㈱

セプテーニ）　入社

平成９年６月　㈱スケール　入社

平成18年８月　㈱オプト　入社

平成19年４月　当社入社　常務取締役　就任

平成20年５月　当社　取締役　クリエーティ

ブ本部長　就任

平成26年12月　当社　取締役兼執行役員　Ｃ

ＲＭビジネスユニット　ソリ

ューション３部部長　就任

（現任）

平成30年６月　㈱フジソフトサービス　取締

役　就任（現任）

（重要な兼職の状況）

㈱フジソフトサービス　取締役

204,800株

４

やなぎ

柳
さわ

沢
たか

貴
し

志
(昭和49年９月８日)

平成９年４月　㈱ＮＴＴメディアスコープ

（現　㈱ＮＴＴアド）　入社

平成13年７月　㈱電通テック　入社

平成19年11月　当社入社　常務取締役　就任

平成20年５月　当社　取締役　マーケティン

グ本部長　就任

平成28年12月　当社　取締役兼執行役員　コ

ーポレートビジネスユニット

長　就任（現任）

平成30年６月　㈱フジソフトサービス　監査

役　就任（現任）

（重要な兼職の状況）

㈱フジソフトサービス　監査役

204,000株
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

５

お

雄
がわ

川
けん

賢
いち

一
(昭和50年３月28日)

平成９年４月　日榮建設工業㈱　入社

平成10年10月　由設計事務所　入所

平成11年４月　㈱情報数理研究所　入社

平成19年８月　三菱総研ＤＣＳ㈱　入社

平成25年８月　当社入社　Ｒ＆Ｄ部部長　就

任

平成28年12月　当社　執行役員　ＣＲＭビジ

ネスユニットＲ＆Ｄ部部長　

就任

平成30年１月　当社　取締役兼執行役員　Ｃ

ＲＭビジネスユニットＲ＆Ｄ

部管掌　就任（現任）

平成30年６月　㈱フジソフトサービス　取締

役　就任（現任）

（重要な兼職の状況）

㈱フジソフトサービス　取締役

－

（注）各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

　第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は、監査

等委員会設置会社へ移行しますので、監査等委員である取締役４名の選任をお願

いするものであります。

　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条

件として、効力を生じるものとします。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１

ふる

古
かわ

川
まさ

征
かつ

且
(昭和44年９月17日)

昭和63年４月　茂木薬品商会㈱ 入社

平成４年９月　日本テレックス㈱ 入社

平成６年７月　日本デジタル通信㈱ 入社

平成８年10月　㈱エヌディーテレコム（現ス

ターティアホールディングス

㈱）取締役 就任
 

平成21年４月　スターティアラボ㈱　取締

役 就任

平成23年４月　スターティア㈱（現スターテ

ィアホールディングス㈱）常

務執行役員マーケティング部

長兼テクニカルソリューショ

ン部長 就任

平成25年２月　当社社外取締役 就任（現任）

平成26年４月　同社　取締役兼常務執行役員

マーケティング本部長 就任

平成29年４月　同社　取締役兼常務執行役員

事業戦略本部長 就任

平成29年11月　スターティアレイズ㈱　代表

取締役社長 就任（現任）

平成30年４月　スターティアホールディング

ス㈱　常務執行役員 就任（現

任）

（重要な兼職の状況）

スターティアレイズ㈱　代表取締役社長

スターティアホールディングス㈱　常務執行

役員

－

－ 44 －



候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

２

わ

和
だ

田
のぶ

信
お

雄
(昭和23年12月13日)

昭和47年４月　㈱富士通　入社

平成元年６月　同社　大阪支店第二金融部長

代理

平成３年４月　同社　本社第一金融統括第一

部長

平成７年４月　同社　本社第一金融統括

平成11年４月　同社　関西支社長

平成17年４月　㈱富士通ＦＩＰ入社　取締役

営業本部長　就任

平成21年６月　㈱富士通ＦＩＰＳ入社　取締

役副社長　就任

平成25年６月　ＳａｌｅｓＣｒｅａｔｅ起業

（個人事業主）

平成29年５月　当社取締役　就任（現任）

（重要な兼職の状況）

該当事項はありません。

－

３

み

三
うら

浦
けん

謙
ご

吾
(昭和55年７月１日)

平成21年９月　司法試験合格

平成22年12月　弁護士登録（東京弁護士会）

平成23年１月　みらい総合法律事務所　入所

平成27年３月　当社監査役　就任（現任）
 

平成29年10月　銀座高岡法律事務所　設立

（現任）

（重要な兼職の状況）

銀座高岡法律事務所　弁護士

－
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

４

い

伊
か

香
が

賀
てる

照
ひろ

宏
(昭和59年２月18日)

平成19年12月　監査法人トーマツ(現 有限責

任監査法人トーマツ)　入社

平成23年５月　公認会計士登録

平成24年11月　上海邁伊茲咨詢有限公司　入

社

平成25年９月　ファーサイト会計事務所(現 

税理士法人ファーサイト)　

入社

平成25年12月　税理士登録

平成28年８月　㈱MUGENUP　社外監査役　就

任(現任)

平成28年９月　税理士法人ファーサイト　代

表社員　就任(現任)

（重要な兼職の状況）

税理士法人ファーサイト　代表社員

㈱MUGENUP　社外監査役

－

（注）１．各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありま

せん。

２．古川征且、和田信雄、三浦謙吾、伊香賀照宏の各氏は、社外取締役候補者であ

ります。

３．(1) 古川征且氏は、IT業界における数々の事業部門責任者及び経営者として同

業界における豊富な知識と経験を有しております。このため、当社は同氏

が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽

制を期待して、社外取締役候補者とするものであります。同氏の当社社外

取締役在任期間は、本総会の終結の時をもって５年10か月であります。な

お、当社は、同氏が代表取締役を務めるスターティアレイズ㈱より、当社

サービス販売による売上、及び同社から業務委託の支払い等がありますが、

取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、当社との間

に特別な関係はありません。

(2) 和田信雄氏は、IT業界における数々の事業部門責任者及び経営者としての

経歴を持つことから、企業経営に関する豊富な知識を有しております。こ

のため、当社は同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知

見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役候補者とするものでありま

す。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会の終結の時をもって１年７

か月であります。
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(3) 三浦謙吾氏は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有しておりま

す。このため、当社は同氏が社外取締役として適任であると判断し、その

深い知見に基づく助言、牽制を期待して社外取締役候補者とするものであ

ります。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関

与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、そ

の職務を適切に遂行できるものと判断しております。

(4) 伊香賀照宏氏は、公認会計士、及び税理士として高い専門性をもつほか、

財務及び会計に関する相当程度の知見と経験を有しております。このため、

当社は同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づ

く助言、牽制を期待して社外取締役候補者とするものであります。なお、

同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された

経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を

適切に遂行できるものと判断しております。

４．当社は、和田信雄氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出

ており、同氏が選任された場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定

であります。また、三浦謙吾氏及び伊香賀照宏氏の選任が承認された場合、当

社は両氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所

に届け出る予定であります。

５．当社は、和田信雄氏及び三浦謙吾氏の両氏との間に、当社定款及び会社法第427

条第１項の規定により、損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しており、第

１号議案「定款一部変更の件」並びに和田信雄氏及び三浦謙吾氏の両氏の選任

が原案どおり承認された場合には、引き続き当社と両氏との間で同様の契約を

締結する予定であります。また、古川征且氏及び伊香賀照宏氏の両氏の選任が

原案どおり承認された場合には、新たに同様の契約を締結する予定であります。

なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意かつ

重大な過失がなかったときは、法令に定める 低責任限度額となります。
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第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

　当社の取締役の報酬等の限度額は、平成29年12月26日開催の第11回定時株主総

会において、年額100百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含

まない。）と決議いただき、今日に至っております。

　第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認されますと、当社は監査等

委員会設置会社へ移行しますので、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役

（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）の報

酬等の額につきまして、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、現在と同額の年

額100百万円以内とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の

決定は、取締役会の決議によるものとすることにつきお諮りするものであります。

　なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない

ものといたします。

　現在の取締役は７名でありますが、第１号議案「定款一部変更の件」及び第２

号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」が原案どお

り承認されますと、本議案に係る取締役の員数は５名となります。

　本議案の内容は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発

生を条件として、効力を生じるものとします。
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第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

　第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認されますと、当社は監査等

委員会設置会社へ移行します。監査等委員である取締役は、従来監査役が行って

いた監査業務に加え、取締役として取締役会の決議に参加し、取締役による業務

執行の監督を行うなどの職務を担うことから、その職務にふさわしい報酬水準と

いたしたく存じます。つきましては、監査等委員である取締役の報酬等の額を、

昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、年額30百万円以内とすること、及び各監

査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員

である取締役の協議によるものとすることにつきお諮りするものであります。

　第１号議案「定款一部変更の件」及び第３号議案「監査等委員である取締役４

名選任の件」が原案どおり承認されますと、監査等委員会設置会社へ移行した後

の監査等委員である取締役の員数は４名となります。

　本議案の内容は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発

生を条件として、効力を生じるものとします。

以上

－ 49 －



メ　　モ



メ　　モ



株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都港区西新橋一丁目６番15号　ＮＳ虎ノ門ビル

（日本酒造虎ノ門ビル）ＡＰ虎ノ門　11階　ルームＢ

TEL 03-3501-2109

N

千代田線霞ヶ関駅

銀座線虎ノ門駅

外堀通り

銀座線新橋駅

三
田
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内
幸
町
駅

日
比
谷
通
り

桜
田
通
り

JR
新橋駅

新橋駅
西口広場

りそな
銀行

JTB

みずほ銀行
7出口

帝国ホテル本館

日比谷公会堂

経済産業省

日本郵政

9出口

A4出口

りそな
銀行

西新橋
郵便局

西新橋
スクエア

日比谷公園

ＡＰ虎ノ門
ＮＳ虎ノ門ビル
(日本酒造虎ノ門ビル)3･11階

セブン
イレブン

 
(ご注意) 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますよう、お願

い申しあげます。

交通 東京メトロ銀座線 「虎ノ門駅」(９出口) 徒歩約３分

都営三田線 「内幸町駅」(Ａ４出口) 徒歩約３分

ＪＲ・東京メトロ銀座線「新橋駅」 徒歩約８分


